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１、日田市では、「日田市ポイ捨て等の防止に関する条例」

によりゴミのポイ捨て等が禁止されています。また、

事業者についても、ポイ捨ての防止に関し、市民等に

対する意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講ずる

よう定められています。

このため、出店された方は、出店場所周辺の清掃活動を

お願いします。

出店場所周辺でポイ捨て等に関する苦情が発生した場合、

次年度からの出店をお受けできません。

２、出店につきましては、出店者として届出された方に限り

出店が可能となっていますので、届出人以外の方が出店

することのないようにしてください。

名義貸しなど、届出人以外の方が出店されている場合は、

「届出書及び誓約書」に記載されているように、出店の

取り消し及び店舗撤去の措置がとられます。

また、次年度からの出店につきましてもお受けできなく

なります。

３、出店につきましては交通規制を確認され、規制時間内の

車の出入りはご遠慮ください。

また、車等の駐車場につきましては、出店者自身で確保

し、会場周辺にある企業・店舗・個人等が所有している

駐車場を勝手に使用することのないようにお願いします。

４、販売等につきましては、届出された場所以外の場所では

できません。届出された場所以外で販売された場合は、

出店の取り消し及び店舗撤去の措置がとられます。

【注意事項】


